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 企業向け税制改正は、どの程度景気の下支え役を担えるのだろうか。 

消費税率引き上げ後の消費拡大を図るため、平成 26年度税制改正にて交際費の非課税枠が拡大され

た。これまで大企業は交際費を全額損金不算入としなければならなかったが、今年度の改正で交際費

（飲食費1に限る）の 50％を損金算入できるようになった。また中小企業においても平成 25年度税制

改正により交際費非課税枠が拡大されている。従来、交際費の損金算入については、年 600万円を限

度として、その 90％まで認められていたが、年間 800万円を上限に全額損金算入できるようになった。

（図表①参照） 

（図表①）平成 25、26年度改正前後の交際費課税の比較 

法人 改正前 改正後 

中小企業 
年 600万円を限度に、

90％まで損金算入 

Ａ：年間 800万円まで全額損金算入 

Ｂ2：交際費（飲食費に限る）の 50％損金算入 

※ＡまたはＢを選択 

大企業 全額損金不算入 交際費（飲食費に限る）の 50％は損金算入 

足元、雇用情勢の改善傾向が続いており景気の回復基調は続いているが、ＧＤＰの約 6割を占める

個人消費は4月の消費税率引き上げ後の駆け込み需要の反動減から持ち直しが遅れている。4月以降、

名目賃金は上昇傾向にあるものの、物価はそれ以上の伸びをみせており、実質賃金ではマイナスが続

いているからだ。企業の生産活動にも陰りがみえる。 

こうした状況下で企業の交際費非課税枠拡大の実施は、どの程度景気の下支え役となりえるのだろ

うか。そこで非課税枠拡大の効果をみるために、国税庁の会社標本調査結果（税務統計から見た法人

企業の実態）3（平成24年度）を用いて、企業負担軽減額を簡易的に試算してみた。 

まず、平成25年度税制改正によって中小法人が追加で損金算入できる額を求める。図表②より中小

                                                
1 あくまで税務上の交際費等の中でも接待飲食のために支出したものに限られる。また、社内接待費についても対象外となる。 
2 中業企業については、平成 25年度税制改正でＡへ改正され、平成 26年度税制改正において、ＡまたはＢを選択できるようになった。 
3 会社標本調査は調査年分の翌々年 3月頃に発表されるため、現在発表されている直近の調査結果（平成 24年度）を用いる。 
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企業１法人当たりの交際費等支出額は、全ての資本金階級において600万円を超えていない。よって、

全ての法人に図表①のＡを適用し、損金算入額が10％増加（90％→100％）すると仮定する。中小企業

の法人実効税率は、所得のうち400万円以下は21.43％、400～800万円以下の部分が23.16％、800万円

超の部分が36.05％と仮定4し、資本金階級ごとに1法人当たりの申告所得金額に対して適した実効税率

を用い負担軽減額を求めた。それらを合計すると約390億円との試算結果が得られた。これは企業にと

っての負担軽減額であり、国から見れば税収の減少見込み額となる。 

次に平成 26年度税制改正におけ

る大企業について求める。交際費の

50％を損金算入する場合、その損金

算入できる交際費は接待による飲食

費に限られる。そもそも、交際費等

とは交際費、接待費、機密費、その

他の費用で、法人がその得意先、仕

入先、その他事業に関係のある者等

に対する「接待、供応、慰安、贈答、

その他これらに類する行為」のために支出するもの5をいう。そこで、交際費等総額のうち 8割を飲食

費と仮定し、その 50％を損金算入可能とした。損金算入可能額に実効税率6を乗じることで大企業の

負担軽減額は約 680億円との結果が得られた。したがって、平成 25、26年度税制改正による中小企業

と大企業を合わせた負担軽減額は年間で約 1,070億円となる。日本のＧＤＰは約 500兆円であるから

対ＧＤＰ比では約 0.02％程度にすぎない。 

また、当税制改正における非課税枠の拡大を活用し、企業は税額負担を変えずにどれだけ交際費を

増やすことができるかを考えてみた7。先の試算値で用いた税負担額を固定し、課税所得の増加額を求

めると、25年度改正によって中小企業は約 2,843億円、26年度改正によって大企業は約 3,178億円分

の交際費を年間の税負担を変えずに増やすことが可能になる。合計すると約 6,021億円8となり、企業

の負担軽減額の約 6倍に当たる。この額が交際費非課税枠拡大によって消費増大を狙う政府の期待か

もしれない。 

ただ、非課税枠が拡大されたとはいえ、景況感の足踏み状態続く中では、企業業績が改善せず企業

が交際費を抑制する動きもでてくるだろう。今後、景気回復の足取りが確かになることが鍵であり、

好況感と企業業績改善が相まってくれば、上記試算規模に匹敵する消費拡大効果も期待できよう。 

                                                
4 法人実効税率は事業規模、その所在する地方自治体などにより差異が生じる。当試算では東京都 23区内での例を一律に使用する。 
5 国税庁 HPより 
6 法人実効税率は東京都の 35.64％使用する。（標準税率である 34.61％を用いた場合、試算額は約 660億円となる。） 
7 旧制度時の法人税納付額を固定させて、新制度下での交際費がいくらになるか算出したもの。 
8 経済波及効果は含まない。 

（図表②）資本金階級別の法人数、交際費等支出額、申告所得金額

1法人当 1法人当

(社) （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

100万円 以下 55,924     52,409     0.9 412,926     7 .38

100万円 超 10,476     9,159       0.9 55,745     5 .32

200万円 〃 265,752    260,534    1.0 1,514,596     5 .70

500万円 〃 210,571    348,065    1.7 3,080,648    14.63

1000万円 〃 55,155     120,836    2.2 1,322,389    23.98

2000万円 〃 61,014     193,308    3.2 3,078,517    50.46

5000万円
1億円以下

〃
20,592     116,360    5.7 2,883,434    140.03

大企業 1億円超 計 13,705     476,690    34.8

（資料）国税庁「会社標本調査(平成24年度)」より
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